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平成２８年９月～　特許庁審判部で審判決調査員として勤務

　当事者には見えない第三の視点で、紛争解決のお手伝いができたらと
思います。

知的財産分野（特に商標、著作権など）、名誉毀損、肖像権侵害などの
不法行為事件、損害賠償請求などの一般民事、離婚、相続、子どもに関する事件

経験ある分野・担当可能な分野

あっせん人・仲裁人としてのコメント

　趣味はテニス、得意なことは人と楽しく話すこと、仕事以外は子育て三昧です。

ＭＳＣ西新橋ビル２階
０３－６２５７－１７８８

住所

平成１６年３月　東京大学法学部　卒業

０３－６８００－１４９２

平成１９年３月　中央大学法科大学院法学未修者コース　卒業
平成２０年１２月　弁護士登録・九段綜合法律事務所入所

平成２１年４月より　東京弁護士会紛争解決センター運営委員会　委員

氏名
かわぐち　りょうこ
川口　綾子
弁護士法人ノーサイド法律事務所
〒105-0003
港区西新橋２－１５－７

平成２４年４月～平成２８年２月　同センターあっせん人補候補者

平成２８年９月　ノーサイド法律事務所に移籍

平成２９年７月　日本仲裁人協会「調停人養成講座中級編」受講

解決への熱意をもって、取組みたいと思います。

　私は、学生時代から裁判外紛争解決、ADRに興味を持ち、勉強してきました。
あっせん人に必要なものはいろいろあると思いますが、私が持っているものは、
「相手の話を丁寧に聴けること」「柔軟な視点を持てること」だと思います。

主な経歴

自己紹介

写真貼付


